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定期監査結果報告書 

 

第１ 監査等の概要 

１ 監査等の実施日 

令和元年１１月１８日 

２ 監査の対象 

福祉課、町民課、会計課 

３ 監査の事項及び範囲 

平成３１年４月１日から令和元年９月３０日までに執行された事務事

業とした。 

４ 実施した監査手続き 

監査にあたっては、法令等に基づき、財務に関する事務が適正かつ効

率的に、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかど

うかに主眼をおき、あらかじめ指定した監査資料及び提示のあった関係

書類及び関係帳簿を審査するとともに、所管課長及び関係職員から説明

を聴取するほか、質問その他必要と認めた監査を実施した。 

第２ 監査の結果等 

各課についての監査結果は、後述のとおりである。 

なお、一部の事項については、それぞれ口頭で注意、指導を行った。 

（注）〇 文中のうち、千円単位で表示されているものは、単位未満四

捨五入とした。したがって合計額と一致しない場合がある。 

〇 比率（％）は、原則として小数点以下第２位を四捨五入し、

第１位までとした。 

〇 歳入における収入率の算式は、（収入額／調定額×１００）で

ある。 

〇 歳出における執行率の算式は、（支払額／予算現額×１００）

である。 

１ 福祉課 

⑴  事務事業の概要 

ア 課内組織 

社会福祉部門、高齢者福祉部門、介護保険部門の３部門で構成さ

れており、所管施設として健康福祉センター、老人福祉センター及

び神戸西会館がある。 

イ 職員人数等 
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管理職３人（課長１人、課長補佐１人、課付課長補佐１人）、一般

職員１２人（育休１人を含む）、臨時職員２人、指導員（嘱託職員）

１人の合計１８人である。 

なお、課長は、健康福祉センター及び老人福祉センターの所長兼

任、課付課長補佐は神戸西会館の館長兼任である。 

ウ 事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く。） 

(ｱ) 一般会計（歳入（抜粋）） 

ａ 負担金  

(a)  民生費負担金  

収入額は１５７千円で収入率は８５．１％で全額、社会福

祉費負担金である。 

ｂ 使用料 

(a)  民生使用料 

収入額は３，０４６千円で収入率は１００．０％で全額、

社会福祉使用料である。 

ｃ  雑入 

(a)  雑入 

収入額は７３６千円で収入率は９９．３％で全額、民生費

雑入である。 

(ｲ) 一般会計（歳出） 

ａ 社会福祉費 

支払額は３６９，４９８千円で執行率は３５．８％である。 

(a)  社会福祉総務費 

支払額は３３，４５３千円で執行率は６８．４％である。 

内訳は福祉総務費６１３千円、民生・児童委員活動費３，

１６７千円、戦没者追悼事業費 1 千円、社会福祉協議会補助

金２９，０９３千円、福祉介護手当支給事業費５８０千円で

ある。 

(b)  老人福祉費 

支払額は３２，２５７千円で執行率は４４．９％である。 

内訳は老人福祉対策費６８千円、敬老事業費３０３千円、

社会福祉施設管理事業費２３，８２６千円、老人保護措置費

２，４０３千円、高齢者社会参加推進事業費５，６４５千円、

ひとり暮らし高齢者等対策事業費１０千円である。 

(c)  心身障害者福祉費 
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支払額は２７２，１７４千円で執行率は４４．２％である。 

内訳は心身障害者福祉費６６６千円、心身障害者更生援護

費２３，６１０千円、心身障害者施設等負担金１１，１８４

千円、心身障害者自立支援事業費２２４，０７５千円、障害

者自立支援施設管理事業費３４１千円、地域生活支援事業費

１２，２９８千円である。 

(d)  人権・地域改善費 

支払額は１，６１４千円で執行率は３４．３％である。 

内訳は人権・地域改善費１００千円、神戸西会館運営費１，

５１４千円である。 

(e)  介護保険費 

支払額は３０，０００千円で執行率は１０．３％で全額、

介護保険事業会計繰出金である。 

(ｳ) 介護保険事業特別会計（歳入） 

収入額は７８６，７６６千円で収入率は７６．９％である。 

ａ 保険料 

 (a)  介護保険料 

収入額は２３１，４６４千円で収入率は４９．６％で全額、

第１号被保険者保険料である。 

内訳は第１号被保険者保険料２３０，８８４千円、滞納繰

越分５８０千円である。 

ｂ  使用料及び手数料 

(a)  手数料 

収入額は１０千円、収入率は１００．０％で全額、手数料

である。 

内訳は全額、督促手数料である。 

ｃ 国庫支出金 

収入額は１７１，５４９千円で収入率は１００．０％である。 

(a)  国庫負担金 

収入額は１５７，９０２千円で収入率は１００．０％で全

額、介護給付費国庫負担金である。 

(b)  国庫補助金 

収入額は１３，６４７千円で収入率は１００．０％で全額、

財政調整交付金である。 

ｄ 支払基金交付金 
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 (a)  支払基金交付金 

収入額は２１９，８９６千円で収入率は１００．０％であ

る。 

内訳は介護給付費交付金２０６，８７４千円、地域支援事

業支援交付金１３，０２２千円である。 

ｅ 県支出金 

(a)  県負担金 

収入額は１０７，８９０千円で収入率は１００．０％で全

額、介護給付費県負担金である。 

ｆ 財産収入 

(a)  財産運用収入 

収入額は３千円で収入率は１００．０％で全額、利子及び

配当金である。 

内訳は全額、準備基金利子である。 

ｇ 繰入金 

 (a)  一般会計繰入金 

収入額は３０，０００千円で収入率は１００．０％で全額、

介護給付費繰入金である。 

ｈ 繰越金 

(a)  繰越金 

収入額は２５，２７６千円で収入率は１００．０％で全額、

前年度繰越金である。 

ｉ 諸収入 

収入額は６７８千円で収入率８９．８％である。 

(a)  雑入 

収入額は６６９千円で収入率は８９．６％で全額、雑入で

ある。 

内訳は地域支援事業費雑入６４３千円、保健福祉事業費雑

入２７千円である。 

(b)  預金利子 

収入額は４２６円で収入率は１００．０％で全額、預金利

子である。 

(c)  延滞金 

収入額は９千円で収入率は１００．０％で全額、第１号被

保険者延滞金である。 
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(ｴ) 介護保険事業特別会計（歳出） 

支払額は８０１，３０２千円で執行率は３９．６％である。 

ａ 総務費 

支払額は２４，２２４千円で執行率は６６．５％である。 

(a)  総務管理費 

支払額は２，８７１千円で執行率は４２．５％で全額、一

般管理費である。 

内訳は介護保険制度運営事業費２，０５２千円、一般諸経

費８１９千円である。 

(b) 徴収費 

支払額は６４３千円で執行率は３４．５％で全額、賦課徴

収費である。 

内訳は全額、介護保険料賦課徴収事業費である。 

(c)  介護認定審査会費 

支払額は２０，７０９千円で執行率は７５．０％で全額、

介護認定審査会費である。 

内訳は全額、介護認定審査会事業費である。 

ｂ 保険給付費 

支払額は７０６，１６１千円で執行率は３９．９％である。 

(a) 介護給付費 

支払額は６６６，１７０千円で執行率は３９．７％で全額、

介護サービス等諸費である。 

内訳は全額、介護サービス等諸費である。 

(b) 高額介護サービス等諸費 

支払額は１６，４６３千円で執行率は６１．０％で全額、

高額介護サービス費である。 

内訳は全額、高額介護サービス事業費である。 

(c) その他諸費 

支払額は４８８千円で執行率は４０．０％で全額、審査支

払手数料である。 

(d) 特定入所者介護サービス等費 

支払額は２３，０３９千円で執行率は３６．６％で全額、

特定入所者介護サービス等費である。 

ｃ 地域支援事業費 

支払額は６３，１１２千円で執行率は３４．９％である。 
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(a) 介護予防・生活支援サービス事業費 

支払額は２４，１４６千円で執行率は２５．６％である。 

内訳は介護予防・生活支援サービス事業費２２，３４３千

円、介護予防ケアマネジメント事業費１，８０３千円である。 

(b) 包括的支援・任意事業費  

支払額は２８，０２４千円で執行率は４５．３％である。 

内訳は包括的支援事業費２６，２１１千円、任意事業費１，

８１４千円である。 

(c) 一般介護予防事業費 

支払額は１０，８９２千円で執行率は４４．４％で全額、

一般介護予防事業費である。 

 (d)  その他諸費 

支払額は５０千円で執行率は２４．６％で全額、審査支払

手数料である。 

ｄ  保健福祉事業費 

支払額は９３６千円で執行率は５１．７％で全額、保健福祉

事業費である。 

内訳は全額、高齢者保健福祉事業費である。 

ｅ 諸支出金 

支払額は６，８７０千円で執行率は１９．５％で全額、償還

金及び還付金である。 

内訳は被保険者保険料還付金４８千円、償還金６，８２２千

円である。 

エ 時間外勤務 

月平均 1 人当たり２１．０６時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

オ 所管施設の利用状況 

(ｱ) 健康福祉センター及び老人福祉センター 

ａ  開 館 日 数       １７７日 

ｂ  使 用 日 数       １６９日 

ｃ  使用延人数 １８，８１７人 

(a) 健康福祉センター１１，９９８人 

内訳：ミーティングルーム２，５００人、 

プレイルーム９２４人、生きがい工房２，５１５人、 

ボランティアビューロー１，４９５人、 
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研修室４，５６４人 

(b)  老人福祉センター６，８１９人 

内訳：和室（３室）６５７人、大広間２，６７４人、 

浴室３２７人、リラックスルーム３，１６１人 

(ｲ) 神戸西会館  

ａ  開 館 日 数     １４９日 

ｂ  使 用 日 数     １０４日 

ｃ  使用延人数 １，２４２人 

⑵  監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についても、おおむね合理的に行われている。 

２  町民課 

⑴  事務事業の概要 

住民窓口部門、国保部門の２部門で構成されている。 

ア  職員人数等 

管理職１人（課長）、一般職員１０人（病休１人を含む）、再任用

職員１人、行政サポーター２人、嘱託職員２人、臨時職員５人の合

計２１人である。 

イ  事務事業の執行状況（職員人件費及び他課局所管分は除く） 

(ｱ)  一般会計（歳入・抜粋） 

ａ  総務手数料 

収入額は５，４２５千円で収入率は１００．０％で全額、戸

籍住民基本台帳手数料である。 

(ｲ)  一般会計（歳出） 

ａ  戸籍住民基本台帳費 

(a)  戸籍住民基本台帳費 

支払額は１５，０４５千円で執行率は３５．７％で全額、

戸籍・住民基本台帳事務費である。 

ｂ  社会福祉費 

(a)  国民年金事務費  

支払額は１６２千円で執行率は２６．２％で全額、国民年

金事務費である。 

ｃ  保健衛生費 

(a)  老人保健事業費 

支払額は１７８，３７８千円で、執行率は６４．５％で全
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額、後期高齢者医療事業事務費である。 

 (ｳ)  国民健康保険事業特別会計（歳入）  

収入額は１，１７１，７７０千円で、収入率は６５．８％であ

る。 

ａ  国民健康保険税 

収入額は２９４，１４５千円で，収入率は３２．７％である。 

ｂ 県支出金 

収入額は７８８，１９５千円で，収入率は１００．０％であ

る。 

ｃ 繰越金 

収入額は８３，８２６千円で，収入率は１００．０％である。 

ｄ 諸収入 

収入額は５，６０５千円で，収入率は６０．１％である。 

(ｴ)  国民健康保険事業特別会計（歳出） 

支払額は１，０６９，４２８千円で、執行率は３５．５％であ

る。 

ａ  総務費 

支払額は５，２２５千円で、執行率は３９．０％である。 

(a)  総務管理費 

支払額は３，６０７千円で、執行率は３９．９％である。 

内訳は一般管理費２，９２８千円、国民健康保険団体連合

会負担金６７９千円である。 

(b)  徴収費 

支払額は１，５３２千円で、執行率は３９．１％で全額、

賦課徴収費である。 

(c)  運営協議会費 

支払額は８６千円で、執行率は１９．７％で全額、運営協

議会費である。 

ｂ  保険給付費 

支払額は７９４，５５６千円で、執行率は３９．６％である。 

(a)  療養諸費 

支払額は６７６，２７７千円で、執行率は３９．５％であ

る。 

内訳は一般被保険者療養給付費６６９，５５４千円、退職

被保険者等療養給付費１，０７９千円、一般被保険者療養費
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３，４２７千円、退職被保険者等療養費８千円、審査支払手

数料２，２０９千円である。 

(b)  高額療養費 

支払額は１１４，１０７千円で、執行率は４０．８％であ

る。 

内訳は一般被保険者高額療養費１１３，７５３千円、退職

被保険者等高額療養費２３７千円、一般被保険者高額介護合

算療養費１１８千円である。 

(c)  出産育児諸費 

支払額は３，３７２千円で、執行率は２５．９％である。 

内訳は出産育児一時金３，３７０千円、審査支払手数料２

千円である。 

(d)  葬祭諸費 

支払額は８００千円で、執行率は４０．０％で全額、葬祭

費である。 

ｃ  国民健康保険事業費納付金 

支払額は２５７，７０１千円で、執行率は３０．０％である。 

(a)  医療給付費分 

支払額は１７９，２３０千円で、執行率は３０．０％であ

る。 

内訳は一般被保険者医療給付費分１７９，１３１千円、退

職者被保険者等医療給付費分９９千円である。 

(b)  後期高齢者支援金等分 

支払額は５９，２３２千円で、執行率は３０.０％である。 

内訳は一般被保険者後期高齢者支援金等分５９，１９６千

円、退職被保険者等後期高齢者支援金等分３６千円である。 

(c)  介護納付金分 

支払額は１９，２３９千円で、執行率は３０．０％で全額、

介護納付金分である。 

ｄ  保健事業費  

支払額は４，８４９千円で、執行率は１５．１％である。 

(a)  保険事業費 

支払額は２，５９５千円で、執行率は２４．４％で全額、

保健衛生普及費である。 

(b)  特定健康診査等事業費 
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支払額は２，２５４千円で、執行率は１０．５％で全額、

特定健康診査等事業費である。 

ｅ  諸支出金 

支払額は７，０９７千円で、執行率は３８．２％で全額、償

還金及び還付加算金である。 

内訳は一般被保険者保険税還付金１，７５３千円、保険給付

費等交付金償還金５，３４４千円である。 

(ｵ)  後期高齢者医療事業特別会計（歳入） 

収入額は９９，２０５千円で、収入率は４１．９％である。 

ａ 後期高齢者医療保険料 

収入額は９８，１４９千円で、収入率は４１．６％である。 

ｂ  使用料及び手数料 

収入額は７千円で、収入率は１００．０％である。 

ｃ  繰越金 

収入額は９６９千円で、収入率は１００．０％である。 

ｄ  諸収入 

収入額は８０千円で、収入率は１００．０％である。 

(ｶ)  後期高齢者医療事業特別会計（歳出） 

支払額は５４，６６１千円で、執行率は２０．２％である。 

ａ  後期高齢者医療広域連合納付金 

支払額は５４，５９８千円で、執行率は２０．３％で全額、

後期高齢者医療広域連合納付金である。 

ｂ  諸支出金 

支払額は６３千円で、執行率は４．４％で全額、償還金及び

還付加算金である。 

ウ  人口動態 

住民数は２９，５８５人（内外国人住民１，６２２人）、世帯数は

１１，４０４（内外国人世帯１，０４６）世帯である。 

エ  マイナンバーカード 

(ｱ)  マイナンバー制度に係る日曜開庁利用件数は４４件である。 

内訳はカード申請７件、カード交付１２件（月１回・第２日曜

日）、その他関連事務２５件である。 

(ｲ)  マイナンバーカード交付件数は１６７件である。 

オ  国民健康保険加入状況 

世帯数は３，５０６世帯であり、被保険者総数は５，７６６人で
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内訳は一般被保険者数５，７５９人、退職被保険者等７人である。 

カ  静岡県後期高齢者医療保険加入状況 

被保険者数は３，６２４人である。 

キ  時間外勤務 

月平均 1 人当たり１０．８０時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

⑵  監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についても、おおむね合理的に行われている。 

３ 会計課 

⑴  事務事業の概要 

ア 課内組織 

会計のみの構成である。 

イ 職員人数等 

管理職（課長）１人、一般職員２人、再任用職員１人の合計４人

である。 

なお、課長は会計管理者兼任である。 

ウ 事務事業の執行状況（歳出）（職員人件費及び他課局所管分は除

く） 

(ｱ) 総務管理費 

ａ 会計管理費 

支払額は９４７千円で執行率は５０．８％で全額、出納管理

事務費である。 

エ 時間外勤務 

月平均 1 人当たり１４．６６時間である。 

（庁内平均１４．９４時間） 

⑵  監査結果 

財務に関する事務についてはおおむね適正に、経営に係る事業の管

理についても、おおむね合理的に行われている。 

 


